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● 独立行政法人情報通信研究機構映像センサー使用大規模実証実験

検討委員会規程 
（平成２６年３月３１日 １３規程第４０号） 

 

 

（設置） 
第１条 独立行政法人情報通信研究機構組織規程（０４規程第３号）第６条の規定に基

づき、独立行政法人情報通信研究機構映像センサー使用大規模実証実験検討委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 
（目的） 

第２条 独立行政法人情報通信研究機構が行う映像センサーを用いた大規模実証実験

（以下「実験」という。）の実施に必要な情報セキュリティ確保、個人情報保護、プラ

イバシー保護等に関する事項について調査及び検討することを目的とする。 
（任務） 

第３条 委員会は、理事長の求めに応じ、次の各号に掲げる事項の調査及び検討を行い、

その結果を理事長に報告する。 
１ 実験の計画（目的、手段、期間その他）に関すること 
２ 実験に係る情報セキュリティ確保に関すること 
３ 実験に係る個人情報保護に関すること 
４ 実験に係るプライバシー保護に関すること 
５ 実験の成果の外部への情報提供に関すること 
６ 前各号に掲げる事項を適切に行う上で必要な措置及び改善策に関すること 
７ 実験の実施上必要と認められる指導又は助言に関すること 
８ その他委員会が必要と認める事項に関すること 
（組織） 

第４条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 
（委員） 

第５条 委員は、外部の学識経験者及び有識者の中から、理事長が委嘱する。 
二 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合は、後任者を

委嘱するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。 
（委員長） 

第６条 委員長は、委員が互選する。 
二 委員長は、委員会の事務を統括する。 
三 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 



 

２ 

（委員会） 
第７条 委員会は、委員長が招集する。 
二 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

ただし緊急その他の場合で会議を開くことが出来ないとき、又は委員長が妥当と判断

したときは、委員会を招集せず議案の持ち回りにより行うことができる。 
三 委員長は、必要があると認める場合、職員及び関係者に委員会への出席を要請し、

説明又は意見を求めることができる。 
（議事録） 

第８条 委員会の議事は、議事録に記録しなければならない。 
二 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員長の承認を得るものとする。 

１ 開催年月日 
２ 出席者 
３ 案件 
４ 議事概要 

三 議事録は原則として公開する。ただし、委員会において非公開とすることが適当で

あると認める案件については、委員長が委員会に諮って非公開とすることができる。 
（守秘義務） 

第９条 委員は、任期中に知り得た秘密について、当該任期中はもとより、当該任期

終了後においても、守秘義務を負うものとする。 

（庶務） 
第１０条 委員会の庶務は、ネットワーク研究本部ネットワークシステム総合研究室に

おいて処理する。 
（その他） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に

定める。 
附 則 

この規程は、平成２６年３月３１日から施行する。 
 


